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第９ 空家等に関する対策の実施体制等について 1 

・「第３ 空家等対策の基本的な方針と目標」において示した、「区役所を拠点とし2 

た、地域や専門家団体等との多様な連携」を踏まえ、区役所と関係局での適切な3 

役割分担のもとで、空家等対策に取り組むための実施体制を整えます（図 17「実4 

施体制関係図」参照）。 5 

 6 

１．空家等対策の実施体制 7 

（１）本市の役割分担 8 

・より地域・住民に近い区役所を空家等対策の拠点とし、各区役所に相談窓口を9 

設置して、特定空家等への対策をはじめ、空家等の適正管理や活用の促進につ10 

いて、関係局と連携し、区長マネジメントの下で空家等対策を推進します。 11 

（２）空家等対策検討会の役割 12 

・空家等対策は課題が多岐に渡っており、区と関係部局による緊密な連携が重要13 

であるため、区長会議まちづくり・にぎわい部会の小委員会として６区長によ14 

る空家等対策検討会と複数の区室・局からなる空家等対策検討会幹事会を組織15 

し、本計画に基づく空家等対策の推進に向けて検討を進めます。 16 

・一部の各区のが行っている事例について先進的な取組成果を全市に展開でき17 

るよう、本検討会及び本幹事会において、そうした先進事例の把握・分析と他18 

区への情報共有を図り、取組の展開を促進します。 19 

（３）空家等対策協議会の役割 20 

・市長、副市長、地域住民、市会議員、有識者、法律・建築・不動産・まちづく21 

りの専門家団体・NPO 等の代表者からなる大阪市空家等対策協議会において、22 

空家法第６条に基づく本計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行い、23 

空家等対策を総合的・計画的に推進します。 24 

本市協議会委員が属する専門家団体・NPO等 取組内容 

大阪弁護士会 相続や法律全般に関すること 

大阪司法書士会 相続、権利関係、登記に関すること 

大阪府行政書士会 相続調査や書類作成に関すること 

一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 不動産の取引・活用に関すること 

一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 不動産の管理や活用に関すること 

公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 不動産の取引・活用に関すること 

大阪土地家屋調査士会 境界調査・確定、登記に関すること 

公益社団法人大阪府建築士会 建物に関すること 

一般社団法人大阪府建築士事務所協会 建物に関すること 

NPO法人 住宅長期保証支援センター 住まいの維持管理に関すること 
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（４）専門部会の役割 1 

  ・大阪市空家等対策協議会に専門部会を設置し、特定空家等としての判断が困難2 

な場合や空家法第 14 条第２項に基づく勧告を行う場合には、全市的な判断の3 

妥当性や統一性を当専門部会に諮ります。 4 

（５）専門家団体や NPO等との連携 5 

・空家等の適正管理に係る普及啓発や相談対応、空家等の活用や流通の促進など6 

空家等対策の推進にあたっては、専門家団体や NPO等とも適切に連携して官民7 

協働で取り組みます。 8 

 9 

２．空家等対策に係る広報の強化 10 

・空家等対策の重要性についての市民の認識を高めるため、また、特定空家等に11 

対する市民の不安感を払拭する対策の促進を図るため、本市における空家等対12 

策に係る市民向け広報を強化し引続き行ってまいります。 13 

・具体的には、空家等が大きな地域課題になりつつある現状、適正管理の重要性、14 

利活用促進の意義、空家等を活用したまちづくりの重要性、特定空家に対する15 

区役所を中心とした是正措置の状況、そして、大阪市が全市をあげて空家等対16 

策に取り組んでいることなどを各区の広報紙、ホームページをはじめ、市が有17 

する様々な広報ツールを活用し、幅広く市民に伝えていきまいります。 18 

 19 

３．その他空家等対策の実施に関する事項 20 

・平成 28年４月に区役所に相談窓口を設置し、特定空家等への対策をはじめとし21 

た取組を開始しており、今後、空家等対策の推進にあたっては、必要に応じて22 

区役所等の段階的な機能充実に努めますした。 23 

・空家法の空家等の対象に関する法整備や隣地取得の際の不動産取得税の減免な24 

ど、法制度や税制度等については、空家法施行後の現在の制度の状況等を踏ま25 

えながら、必要に応じて制度改正の要望を国に行います。 26 

・各区の取組状況などの進捗管理については、「区長会議まちづくり・にぎわい部27 

会」で行います。 28 

  29 

変41 
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 図 17 実施体制関係図 
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大阪市

住民

区役所

関係局

○適正管理等に係る普及啓発・情報発信

・パンフレット等の配布や出前講座 ・専門家団体等と連携したセミナー、相談会の実施
・空家等の活用やまちづくりに係る情報発信 ・地域等による空家管理についての検討
・まち歩き等による防災・防犯面からの地域課題の共有化
・地域住民の共助による特定空家等への対策（落書きの除去など） など
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など)
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等
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地域として
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・地域や事業者等との連携による空家等を活用したまちづくりの推進
・福祉や子育て、地域活性化等の視点を踏まえた地域の場づくりの促進・支援の検討 など

○活用の促進

○地域の実態に応じた各区の取組み

○特定空家等対策

相

談

者

・

通

報

者

保安上危険

空家法による現地調査・所有者調査
・助言・指導・勧告【各区役所】

勧告すれば税により固定資産税等の
住宅用地特例の解除【財政局】

空家法による
命令・行政代執行
【都市計画局】
（建築指導）

衛生上有害
景観阻害
生活環境上不適切

各区役所が事案の解決に必要な関係局（健康局・都市計画局（景観担当）・環境
局・消防局・建設局等）と対策チームを組織し、実態に応じ役割を分担して、空家
法に基づく処理を行う。
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対
策
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画
の
作
成
等
の
協
議

* 区役所との共管

○空家や跡地等の活用に繋がる補助制度等

・子育て世帯等向け民間賃貸住宅改修促進事業【都市整備局】

・防災空地活用型除却費補助【都市整備局】

・狭あい道路沿道老朽住宅除却促進制度【都市整備局】

・耐震診断・改修補助事業【都市整備局】

・民間老朽住宅建替支援事業【都市整備局】

・まちかど広場整備事業【都市整備局】

・隣地取得型戸建住宅建替【都市整備局】

・空家利活用改修補助事業【都市整備局】

・あきない伝道師による商店街強化等事業【経済戦略局】

・まちづくり活動支援事業【都市計画局】

＜参考＞・ボランティア活動支援事業社会参加の空間整備支援事業

【市社会会福祉協議会/大阪市ボランティア・市民活動センター】

○特定空家等対策

・危害の排除【消防局】 ・空家法では対象とならない長屋への対応【都市計画局】

・管理道路上の瓦礫等の撤去、注意喚起【建設局】 ・所有者等不明物件への対応（財産管理人制度の活用の検討など）【都市計画局など】

○空家等の適切な管理や活用につながる相談・普及啓発*

・住まい情報センターにおける空家等所有者への相談対応【都市整備局】

・セミナー等による普及啓発【都市整備局・都市計画局など】

・空家等の利活用事例やまちづくりに係る情報発信【都市整備局など】

○そのほか

・中古住宅の流通促進に向けたインスペクションの普及促進

【都市整備局】

・福祉や子育て、地域活性化等の視点を踏まえた地域の場づくりの促進、

支援の検討*【福祉局、市民局、こども青少年局】

など

※必要に応じて専門家団体等と連携
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おわりに 1 

・空家法に基づき設置した大阪市空家等対策協議会における協議を踏まえ、平成 282 

年 11月に本第１期空家等対策計画を策定しました。 3 

・その後、区役所が空家等対策の拠点となり、地域や専門家団体等と連携して、本4 

計画に基づく様々な空家等対策の取組を進めてきました。 5 

・第１期計画期間（平成 28年度～32年度）の中間年度である平成 30年度に、本市6 

における空家等対策のさらなる推進に向け、計画に基づく取組の進捗状況とその7 

分析を踏まえ、計画の改訂を行いました。 8 

・本計画の第１期計画期間が終了したの最終年度である平成 32 令和３年度４月に9 

は、改めて行った取組状況の分析を行いもとに、その後の改訂等に向けた検討を10 

行います。第２期空家等対策計画を策定しました。 11 

・今後、空家法の改正や本市情勢の変化に対応するため、必要に応じ、計画の見直12 

し等に向けた検討を行います。 13 
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